
令和５年度綾瀬市国民健康保険運営協議会（第３回）会議次第 

 

                     日 時 令和６年３月２８日（木） 

                                   午前１０時から 

                     場  所  議会棟３階 第１委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

 

 日程第１ 報告第 1 号 

令和６年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算について 

日程第１ 報告第２号 

 綾瀬市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１ 報告第３号 

綾瀬市第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）、第４期特定健康診査等実

施計画の改定について 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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綾瀬市国民健康保険運営協議会委員名簿 

 

 

             任期：令和４年６月１日～令和７年５月３１日 

選  出  区  分 氏   名 住   所 

被保険者を代表する委員 

稲 村 昭 彦 綾瀬市深谷南 

小 野 眞 実 綾瀬市上土棚北 

関 田 博 子 綾瀬市小園 

国民健康保険医又は国民健康

保険薬剤師を代表する委員 

三 神 俊 史 綾瀬市上土棚中 

加 王 文 平 綾瀬市上土棚中 

渡 邉 哲 也 綾瀬市深谷上 

公益を代表する委員 

西 川 和 朗 綾瀬市寺尾釜田 

見 上 憲 子 綾瀬市大上 

石 井 麻 理 綾瀬市上土棚中 

被用者保険等保険者を代表す

る委員 
小 泉   清 綾瀬市上土棚中 

＊ 順不同・敬称略 
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令和６年度 

綾瀬市国民健康保険事業特別会計歳入・歳出予算 

について 
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日程第１ 報告第２号 

 

綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

１ 条例改正の理由 

国民健康保険法の一部改正に伴い、当該法律の条項を引用し規定している綾瀬市

国民健康保険条例について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和６年

２月９日に専決処分したので、議会に報告し承認を得たものです。 

 

２ 条例改正の骨子（改正点） 

国民健康保険法では、退職被保険者医療制度について、後期高齢者医療制度への

移行に伴い制度廃止となりましたが、平成２６年度までに新たに退職被保険者とな

った者については、引き続き６５歳まで退職被保険者とする経過措置を設けられて

おりました。退職被保険者の被扶養者についても、退職被保険者と同様の経過措置

が設けられておりますが、法の一部改正により、退職被保険者に係る条項の削除が

令和６年４月１日に施行され、令和６年４月１日をもって経過措置が終了すること

に伴い、法附則第６条第２項に定める退職被保険者の被扶養者の要件について規定

している綾瀬市国民健康保険条例第１条の３を削除したものです。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行します。 
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綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類感染症となったことに伴い、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の被保険者等に対し、令和

２年２月１日から令和５年３月３１日までの国民健康保険税を減免する国の財政支

援が終了したことから、減免するために必要な申請期限に関する規定を削除するた

め、３月市議会に上程し承認を得たものです。 

 

２ 条例改正の骨子 

新型コロナウイルス感染症等に係る減免の申請書の提出期限の特例について、国

民健康保険税条例附則第１４項で「提出期限を別に定めることができる」と規定し、

納期限以降の申請も遡及して減免することを可能としています。新型コロナウイル

ス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に対

する国の財政支援が令和５年１２月末までの交付分までで終了したことに伴い、国

民健康保険条例附則第１４項の特例規定を削除したものです。 

 

３ 施行日 

  令和６年３月２２日から施行します。 
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綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

地方税法施行令の改正に伴い、５割軽減世帯及び２割軽減世帯の軽減判定基準の改

正について、急施を要したため、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和６年

３月●日に専決処分し、５月議会に報告し、承認を求めます。 

 

２ 条例改正の骨子（改正点） 

  軽減判定基準の改正（第１２条関係） 

（１）５割軽減対象世帯 

 改 正 後 現   行 

軽減判定所得 

43万円＋29万5千円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）＋10万円

×(給与所得者等の数－1) 

43万円＋29万円×（被保険者数＋

特定同一世帯所属者数）＋10万円

×(給与所得者等の数－1) 

（２）２割軽減対象世帯 

 改 正 後 現   行 

軽減判定所得 

43 万円＋54 万 5 千円×（被保険者

数＋特定同一世帯所属者数）＋10

万円×(給与所得者等の数－1) 

43 万円＋53 万 5 千円×（被保険者

数＋特定同一世帯所属者数）＋10

万円×(給与所得者等の数－1) 

※特定同一世帯所属者：国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者になった方で、

以後世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方 
 

３ 施行期日 

   令和６年４月１日 
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 綾瀬市第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）、第４期特定健康診査等実施計画の改定について

新規事業内容

Ⅰ－１　特定健康診査受診率向上対策 若い世代に注視した受診勧奨対策

Ⅰ－２　特定健康診査受診率向上　集団検診 日曜集団健診受診のメリットを発信

Ⅱ－１　特定保健指導利用率向上 日曜集団健診時の初回面談分割実施等利用環境の整備

Ⅱ－２　特定保健指導終了率向上対策
インセンティブ（スマートミール利用特典等）を活用した
特定保健指導利用・改善・終了率の向上

Ⅲ－１　生活習慣病重症化予防対策 若い世代の医療機関未受診・治療中断者への勧奨

Ⅲ－２　生活習慣病重症化予防対策　糖尿病性腎症
（一社）座間綾瀬医師会への継続的な情報提供等連携体制
の構築

4 重複・頻回受診者対策

5 ジェネリック医薬品利用促進対策

6 生活習慣病予防のための知識普及啓発事業 5 特定健康診査結果説明会の実施

7 地域包括ケアの取り組み

主な改定点

１　現計画では保健事業数を７事業としていたが、健康課題の分析から取り組むべき内容に重点を置くために、５事業とした。

２　地域包括ケア事業は介護予防に主眼をおいているため、第３期保健事業実施（データヘルス）計画での保健事業の位置付けをしなかった。

３　重複・頻回受診者対策とジェネリック医薬品利用促進対策を適正受診対策とした。

適正受診対策（ジェネリック医薬品利用促進・重複頻回受診者等対策）

生活習慣病予防の知識普及啓発事業

第３期保健事業実施計画（ヘルス計画）改定点
第３期

（公社）大和綾瀬薬剤師会との連携4

2 特定保健指導実施率向上対策 2 特定保健指導実施率向上対策

3 生活習慣病重症化予防対策 3 生活習慣病重症化予防

第２期

事業名称 事業名称

1 特定健康診査受診率向上対策1 特定健康診査受診率向上対策

日程第１報告第３号
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